
草津市認知症施策アクション・プラン第３期計画策定に向けて

資料５



草津市認知症施策アクション・プラン

プラン策定の背景

～国の動向～
わが国の認知症高齢者の数は、令和７（２０２５年）年には約７００万人、６

５歳以上高齢者の約５人に１人に達すると見込まれている。この状況を踏まえ、
平成２７（２０１５）年に認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）を策定
した。さらに、令和元（２０１９）年に認知症施策推進大綱を取りまとめ、認知
症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目
指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪と
して施策を推進することを示した。

これを受けて本市では…

～本市の動向～
草津あんしんいきいきプラン（草津市高齢者福祉計画・草津市介護保険事業計

画）の基本目標の１つである「認知症対策の推進」に掲げる認知症施策を着実に
進めるため「草津市認知症施策アクション・プラン（第１期計画：平成２６年度
～２９年度）」を策定した。国の新オレンジプランを踏まえつつ、第２期計画
（平成３０年度～令和２年度）を策定し、草津市認知症があっても安心なまちづ
くり条例制定の検討を進めている。今後、認知症施策推進大綱および認知症基本
法案等を踏まえつつ、第３期計画の策定を行う予定。



認知症施策に関する国の動向

認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認
知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進する。

１．普及啓発・本人発信支援
→認知症に関する理解促進／相談先の周知／認知症の人本人からの発信支援

２．予防
→認知症予防に資する可能性のある活動の推進／予防に関するエビデンス（根拠）の収集の推
進／民間の商品やサービスの評価・認証の仕組みの検討

３．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
→早期発見・早期対応、医療体制の整備／医療従事者等の認知症対応力向上の促進、介護サー
ビス基盤整備・介護人材確保・介護従事者の認知症対応力向上の促進／医療・介護の手法の
普及・開発／認知症の人の介護者の負担軽減の推進

４．認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援
→「認知症バリアフリー」の推進／若年性認知症の人への支援／社会参加支援

５．研究開発・産業促進・国際展開
→認知症の予防、診断、治療、ケア等のための研究／研究基盤の構築／産業促進・国際展開

認知症施策推進大綱



認知症の予防等を推進しながら、認知症の人が尊厳を保持しつつ社会の一員とし
て尊重される社会の実現を図ることを目的とする。

【基本理念】
認知症施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

◆常に認知症の人の立場に立ち、認知症の人及びその家族の意向の尊重に配慮して行われる
こと

◆認知症に関する国民の理解が深められ、認知症の人及びその家族がその居住する地域にか
かわらず日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるとともに、認知症の人が地域に
おいて尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨とすること

◆認知症の人の意思決定の支援が適切に行われるとともに、その意向を十分に尊重し、その尊
厳を保持しつつ、切れ目なく保健医療サービス、福祉サービスその他のサービスが提供され
ること

◆認知症の人に対する支援のみならず、その家族その他認知症の人と日常生活において密接な
関係を有する者に対する必要な支援が行われること

◆認知症に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、認知症及び軽度認知
障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法その他の事項に関す
る研究開発等の成果を普及し、活用し、及び発展させること

◆教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉等の関連分野における総合的な取組として行わ
れること

認知症基本法案 （国会閉会中審査）



【基本的施策】
◆認知症に関する教育の推進等
◆認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進等
◆認知症の人の社会参加の機会の確保
◆認知症の予防等
◆保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
◆相談体制の整備等
◆研究開発の推進等
◆認知症施策の策定に必要な調査の実施
◆多様な主体の連携等
◆国際協力

認知症基本法案 （国会閉会中審査）



本市の特徴の把握

草津市認知症施策アクション・プラン第３期計画を策定するにあたり、国
の動向を踏まえつつ、本市としての特徴を把握し、反映する必要があります。
そこで、以下の手法により特徴の把握を行うものとします。

【手法】
１．令和元年度に実施した「認知症の高齢者に関するアンケート調査」

の分析（一般市民、認知症の人の家族、認知症の本人）
☛アンケート調査結果を振り返り、特徴を把握する。
（令和元年度第２回会議（１０月８日（火）開催）の内容も参考に
してください。）

２．草津市認知症施策アクション・プラン第２期の実績評価（資料４参照）
☛認知症施策の取組評価を行い、実効性をさらに高めつつ、重点的に
取り組むべき施策を決定する。



「認知症の高齢者に関する
アンケート調査」
から見る本市の特徴



１．認知症の人の思いを大切にすることが必要

Q.あなたが幸福感を感じるときはどんなときですか。御自由にお答えください。

認知症の人は様々な思い
を持っておられるので、
その人の意思を尊重する

ことが大切です！

内容 件数

家族と一緒にいるとき 32件
元気でいられるとき 13件
自分のことが自分でできるとき 12件
好きなものを食べるとき 10件
自分の好きなことをしているとき 9件
人と話すとき 9件
家族が世話をしてくれるとき 8件
テレビを観ているとき 7件
介護施設に行っているとき 3件
本を読んでいるとき 2件
人の優しい気持ちを感じるとき 2件
風呂に入っているとき 2件
自分が他人の力になれたとき 1件
ゲームをしているとき 1件
家族のことを思うとき 1件
出かけるとき 1件
墓参りしたとき 1件
友人とカラオケをするとき 1件
寝ているとき 1件

合計 116件

【認知症の人本人向け】



12.2 84.5
1.5
1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=343)

はい いいえ わからない 無回答

２．認知症を「我が事」として捉えることが必要

Q.あなたは、自分自身が認知症になった場合のことを考えたことがありますか。

46.1 33.2 14.0 6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=343)

はい いいえ わからない 無回答

Q.これまでに認知症に関する講演会や催しに参加したことはありますか。

認知症への当事者
意識が必要です！

【一般市民向け】

【一般市民向け】



３．認知症の正しい理解と啓発および人材育成が必要

Q.あなたの認知症に対するイメージは、次のうちどれですか。

62.7

59.8

28.6

22.2

21.0

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認知症になると、身の回りのことが

できなくなり、介護施設に入って

サポートを利用することが必要になる

認知症になっても、医療・介護などのサポートを利用

しながら、今まで暮らしてきた地域で生活していける

認知症になると、症状が進行して

いき、何もできなくなってしまう

認知症になると、暴言、暴力など周りの人に

迷惑をかけてしまうので、今まで暮らして

きた地域で生活することが難しくなる

認知症になっても、できないことを自ら工夫して補いながら、

今まで暮らしてきた地域で、今までどおり自立的に生活できる

無回答 (n=343)

認知症のことや、自分に
できることを正しく知る

ことが大切です！

【一般市民向け】

Q.草津市では「認知症サポーター養成講座」を開催していますが、知っていま
すか。

3.2

12.8

79.3

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

講座を受けたことがある

名前は聞いたことがある

知らない

無回答

(n=343)

【一般市民向け】



64.4

41.7

15.5

13.7

9.3

2.9

3.5

0% 20% 40% 60% 80%

自宅でもできる簡単な予防活動があれば取り組みたい

認知症を早期に発見できる

テスト等があれば受けてみたい

予防等の講座があれば参加したい

近くのサロン等で予防活動を行っていれば参加したい

予防活動に取り組む必要を感じない

その他

無回答

(n=343)

Q.認知症の予防についてどのように考えますか。

４．日常生活での予防の取組が必要

予防に対する意識が高く、日常生
活での認知症予防が大切です！

【一般市民向け】



27.6

25.7

25.7

23.8

6.7

2.9

0.0

0.0

4.8

0.0

0% 20% 40%

かかりつけ医

地域包括支援センター

認知症専門医

介護関連施設（ケアマネジャーなど）

市役所

民生委員

認知症の人と家族の会

認知症コールセンター

その他

無回答

(n=105)

５．専門職による早期発見・早期対応が必要

Q.家族・知人以外で最初に、認知症の相談をしたところはどこですか

専門職の方による早期発見・早
期対応が求められています！

【認知症の人の家族向け】



38.2 19.8 25.7 6.4 6.1
0.9
2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=343)

知ってもらっ

て、見守りや

声かけなど協力

をお願いしたい

知っておく

だけ知って

おいてほしい

隠す必要もないが

、あえてそのこと

を知っておいて

もらう必要もない

できれ

ばあまり知ら

れたくない

ので隠したい

わからない その他 無回答

６．認知症の人を地域で見守る体制づくりが必要

Q.もし、あなたが認知症になったら、そのことを近所の人に知ってもらおうと思
いますか。

Q.認知症の人にとって安心で暮らしやすい地域とは、どんな地域だと思いますか。

地域や周囲の人の見守り・
支え合いが必要です！

【一般市民向け】

【認知症の人本人向け】
45.9

31.4

30.2

28.9

10.7

9.4

24.5

0% 20% 40% 60%

声かけ・見守り・住民同士の助け合いがある地域

ちょっとした困りごとや不安を相談できる地域

認知症になっても可能な限り自分の

できる事は続け、なじみの中で暮らせる地域

公的な支援やサービス、行政施策が充実している地域

認知症の正しい知識が啓発されている地域

認知症の人が活躍できる場のある地域

無回答 (n=159)



34.1

23.0

22.2

21.4

15.1

12.7

11.9

4.8

8.7

30.2

0% 20% 40%

話し相手

地震など、災害時の安否確認

買い物や近くまでの外出などの付き添い

病気などの緊急時に看病をし

たり、医師を呼ぶなどの手助け

定期的な声かけ

認知症カフェのような、本人・介護者

が気軽に立ち寄り時間を過ごせる場所

簡単な家の修理や掃除、

庭の草刈などの手伝い

その他

わからない

無回答

(n=126)

Q.認知症の方を介護している者として、身近に地域であったらいいなと思うも
のはありますか。

７．専門的な知識がなくてもできるちょっとしたサポートが必要

誰にでもできる「ちょっとし
たサポート」があります！

【認知症の人の家族向け】

＜認知症の人に対してあってほしい地域支援＞ ＜介護している人に対してあってほしい地域支援＞

26.2

20.6

19.8

19.0

17.5

13.5

11.9

3.2

8.7

31.0

0% 20% 40%

病気などの緊急時に看病をし

たり、医師を呼ぶなどの手助け

簡単な家の修理や掃除、

庭の草刈などの手伝い

話し相手

地震など、災害時の安否確認

買い物や家事などの手伝い

認知症カフェのような、本人・介護者

が気軽に立ち寄り時間を過ごせる場所

定期的な声かけ

その他

わからない

無回答

(n=126)



（まとめ）アンケート調査（令和元年度実施）から見る本市の特徴

認知症の人の思いを大切にすることが必要

認知症を「我が事」として捉えることが必要

認知症の正しい理解と啓発および人材育成が必要

日常生活での予防の取組が必要

専門職による早期発見・早期対応が必要

認知症の人を地域で見守る体制づくりが必要

専門的な知識がなくてもできるちょっとしたサポートが必要

これらを受けて条例に認知症施策の基本となる事項を規定しました





草津市認知症施策アクションプラン
第３期計画の理念（事務局案）

本プランの理念は、本プランの上位計画である「草津あ
んしんいきいきプラン」の基本理念とします。

草津あんしんいきいきプラン第８期計画（計画期間：令
和３年度から５年度）は今年度策定予定であり、今後、
整合を取りながら進めていきます。

【参考】
◆草津あんしんいきいきプラン第７期計画の理念

「すべての市民が人として尊重され、一人
ひとりがいきいきと輝き、安心して暮らす
ことのできるまちづくり」



認知症の人およびその家族が
安心して生活できるまちの実現

草津市認知症施策アクションプラン
第３期計画の目的（事務局案）



啓発の推進および人材育成

認知症の予防等

地域づくりおよび社会参加の推進

認知症の人およびその家族への支援

※詳細は、資料３、資料３－１を参照ください。

「認知症の人およびその家族が安心して生活できるまちの実現」
に向けて草津市認知症があっても安心なまちづくり条例において、
下記のとおり「認知症施策の基本となる事項」を規定します。



草津市認知症施策アクションプラン
第３期計画の基本目標（事務局案）

認知症の人およびその家族が安心して生活できる

まちの実現

１．認知症

の正しい知

識と理解を

深めるため

の普及・啓

発の推進

２．認知症

の人を含む

誰もが安心

して暮らせ

る地域づく

りの推進

３．認知

症の予防

等の取組

４．認知症の

容態に応じた

適時・適切な

医療・介護等

の支援体制づ

くりの推進

５．認知症

の人および

その家族へ

の支援

認知症の人およびその家族の視点の尊重



事務局案として、「認知症の人およびその家族が安心して生
活できるまちの実現」のために、「認知症の人およびその家
族の視点の尊重」を全ての施策を実施する上での基本として、
５つの基本目標を定め、それぞれの具体的な施策を検討してい
きたいと考えています。
※第２期計画は６つの基本目標を設定していましたが、市の条例や国の大綱等の枠組
みを鑑みて、事務局案では基本目標を５つとしています。

第２期基本目標

１ 認知症の人への理解を深めるための
普及・啓発の推進

２ 認知症の人を含む高齢者にやさしい
地域づくりの推進

３ 認知症の容態に応じた適時・適切な
医療・介護等の提供

４ 若年性認知症施策の強化

５ 認知症の人の介護者への支援

６ 権利擁護の推進

第３期基本目標

１ 認知症の正しい知識と理解を深めるた
めの普及・啓発の推進

２ 認知症の人を含む誰もが安心して暮ら
せる地域づくりの推進

３ 認知症の予防等の取組

４ 認知症の容態に応じた適時・適切な医
療・介護等の支援体制づくりの推進

５ 認知症の人およびその家族への支援

※第２期計画の【４】は第３期計画の【２】に集約し、第２
期計画の【５・６】は第３期計画の【５】に集約しました。



◆委員の皆さまへのお願い◆

これまでの資料をご覧いただき、委員の皆さまから、
第３期計画の以下の点について御意見をお聞かせくだ
さい。
１．目的について
２．基本目標について
３．具体的な施策について

今後、皆さまからの御意見を参考にしながら第３期計
画の素案を検討していきたいと考えています。


